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基本方針 ４ 

緑を楽しむ意識づくりと 
活動支援を進める 

第  章  

緑の推進施策 

 

１．基本方針に基づく緑の推進施策 

 

■緑の推進施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 ２ 

核となる緑を 
整備・活用する 

基本方針 ３ 

多様な緑が輝く 
まちなみを創出する 

基本方針 １  

我孫子らしい緑を 
保全・活用する 

 

 

 

未来につなぐ 

心やすらぐ水辺のまち 

我・孫・子 
 

 

 

 

目標 

 

豊かな緑の基盤が 

息づくまち 

 

緑でつながる 

市民の活動が豊かなまち 

 

緑がつくる 

豊かな暮らしのあるまち 

 

 

目標 

緑の 

将来像 

１ 

２ 

４ 

３ 
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（１）手賀沼沿いの緑の保全・活用 ①手賀沼沿い斜面林の保全 ··························  
②手賀沼周辺の緑の保全・活用 ······················  
③緑の交流拠点の整備 ································  
④手賀沼一帯の緑を活かしたネットワークの形成■ ·····  

２９ 
３１ 
３２ 
３３ 

（２）樹林地の保全・活用 ①樹林地の担保性の向上■ ···························  
②公開型緑地としての活用····························  
③古利根沼周辺の水辺と緑の保全・活用 ············  

３５ 
３７ 
３８ 

（３）農地の保全・活用 ①農業振興地域内農地の保全 ························  
②都市農地の保全・活用 ·······························  
③農あるまちづくりの推進 ·····························  

３９ 
３９ 
４０ 

（４）市民による里山づくり活動の推進 ①里山づくり活動の支援■ ····························  
②谷津ミュージアム事業構想の推進 ·················  

４１ 
４２ 

 

（１）公園の適正な配置と維持管理 ①公園の適正な配置■ ································  
②安全・安心で、快適に利用できる公園づくり ······  

４３ 
４５ 

（２）地域のニーズに応える魅力ある公園づくり ①市民に親しまれる公園づくり■ ·····················  
②地域や隣接する施設と連携した公園づくり ·······  

４７ 
４８ 

（３）市民が主体となった公園づくり ①市民手づくり公園の推進■ ··························  ５０ 

（４）身近なオープンスペースの確保・活用 ①新たなオープンスペースの確保・活用 ············  
②民間施設緑地の活用 ································  

５１ 
５１ 

 

（１）民有地の緑の整備・管理 ①制度を活用した緑の創出 ···························  
②大規模な施設における緑の整備・管理 ············  

５２ 
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（２）市民による花いっぱいのまちづくりの推進 ①地域の花壇づくりの推進■ ··························  
②近隣で進める花と緑のまちなみづくり ·············  

５３ 
５４ 

（３）道路の緑の整備・管理 ①街路樹の整備・管理 ·································  
②アダプト・プログラムの推進 ························  
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５５ 
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（４）公共施設の緑の整備・管理 ①学校の緑の整備・管理 ·······························  
②公共施設の緑の整備・管理 ·························  

５６ 
５６ 

 

（１）緑を楽しむ暮らしの普及 ①緑に関する意識を高める機会の創出 ·············  
②緑を楽しむ暮らしのプロモーション■ ············  

５７ 
５８ 

（２）緑を利活用したプログラムづくり ①緑とふれあい、体験する機会や場の創出■ ······  
②緑を学ぶプログラムづくり ··························  

５９ 
６０ 

（３）緑づくりの担い手の育成と支援 ①緑を楽しむ仲間づくり ·······························  
②緑の市民活動団体と活動支援の充実■ ···········  
③地域とのつながりや団体間の連携の仕組みづくり■ ··  
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（４）緑づくりを支える取り組みの拡充 ①緑づくりの支援 ·······································  
②緑に関する調査・研究 ·······························  
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■･･･重点的取り組み   重 点  

特に重点的に推進する個別の取り組みを
重点的取り組みと位置づけます。 

《ページ》 

第４章 緑の推進施策 
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基本方針     我孫子らしい緑を保全・活用する 
（１）手賀沼沿いの緑の保全・活用 

手賀沼と一体となった斜面林や農地などの緑は、我孫子市の大きな特徴です。この緑を子や

孫の世代へ引き継ぐため、保全制度などを活用し、適切に保全していくとともに、手賀沼と緑に

親しめる場としての活用を図ります。 

また、手賀沼遊歩道を軸として、手賀沼沿いの斜面林や農地、水辺空間を活かしたネットワー

クの充実を図ります。 

 

①手賀沼沿い斜面林の保全 

手賀沼沿いに連なる斜面林は、手賀沼と一体となって本市の特徴的な景観を形成しているだけで

なく、生きものの生息地・生育地となっていることから、重要な緑の資源として保全に努めます。 

 

 手賀沼沿いの斜面林を保全するため、「特別緑地保

全地区」の指定、都市公園の整備、条例に基づく「保

存緑地」の指定など、さまざまな手法を活用し保全

していきます。 

 手賀沼沿い斜面林保全条例に基づき、対象樹林地

を「保全特別樹林」「保全樹林」などの指定契約の締

結に努めていきます。 

 土地所有者に対する支援に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 

手賀沼 

根戸船戸緑地 

（特別緑地保全地区） 

天神山緑地 

楚人冠公園 
緑雁明緑地 

旧村川別荘 
子ノ神緑地 寿古墳公園 

根戸新田の斜面林 
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手賀沼沿い斜面林保全条例に基づく保全制度の概要 

制度 概要 

保全特別樹林  ３００㎡以上の一団の樹林で、重点的に保全する斜面林を指定する制度 

 所有者は市と１０年間の保全契約を締結する。また、相続の発生等により指定

の継続が困難となった場合は、その斜面林の買い取りを申し出ることができる 

 管理方法の助言や管理費用の助成を行う。 

保全樹林  ３００㎡以上の一団の樹林で、保全が必要な斜面林を指定する制度 

 管理方法の助言や管理費用の助成を行う。 

保全屋敷林  ２００㎡以上の一団の樹林で、山裾住宅の背景を創る斜面林を指定する制度 

 管理方法の助言や管理費用の助成を行う。 

手賀沼沿い 

保全樹木 
 手賀沼沿いの自然環境にとって重要な宅地内樹木を指定する制度 

 管理方法の助言や管理費用の助成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高野山桃山公園 
手賀沼 

高野山大久保緑地 

岡発戸市民の森 

高野山新田の斜面林 岡発戸新田の斜面林 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❶ 我孫子らしい緑を保全・活用する 
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②手賀沼周辺の緑の保全・活用 

手賀沼沿いの農地とともに、歴史・文化的遺産と一体となった緑を引き続き積極的に保全・活用し

ていきます。 

 

●手賀沼沿い農地の保全・活用 

 手賀沼沿いの根戸新田地区、高野山新田地区、

岡発戸新田地区の農地の改良、及び農業者の

支援を行います。また、手賀沼や斜面林などと

一体となった豊かな自然環境の保全を図ると

ともに、自然と農業を観光資源としての活用を

図ります。 

 「我孫子市手賀沼沿い農地活用計画」に基づく

プロジェクトなどを推進し、緑の保全・活用を図

ります。 

 観光農園の支援や直売所の活用、景観作物の

栽培を進めます。 

 

 

●手賀沼周辺の歴史・文化にゆかりのある緑の保全・活用 

 手賀沼のほとりに立地する史跡や文化的ポイントをつなぎ、歴史と自然にふれあうことのできる

エリアとして整備します。また、歴史・文化的遺産と一体となった斜面林などの緑の保全・活用を

図ります。 

 杉村楚人冠記念館や旧村川別荘などの文化施設の利用者と、周辺の緑を楽しむ人がともに歴史・

文化的遺産と豊かな自然を体感できるよう工夫を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
旧村川別荘（寿） 嘉納治五郎別荘跡（天神山緑地） 

高野山新田 
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③緑の交流拠点の整備 

手賀沼の水辺環境や周辺の緑を活かし、多くの人が訪れるにぎわいのある場の創出を図ります。 

 

●手賀沼公園周辺 

 手賀沼公園では、オープンカフェ、キッチンカーなどを活用し、にぎわいの拠点の形成を図ります。 

 地区計画や手賀沼観光施設誘導方針に基づき、周辺の緑に配慮した適切な施設計画の誘導を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●手賀沼親水広場周辺 

 手賀沼親水広場周辺では、「我孫子市高野山新

田地区 土地利用構想」に基づき、手賀沼の水

辺、農地、親水広場、遊歩道を活かしたにぎわ

いづくりを進めます。 

 高野山新田地区においては、景観作物の栽培

や観光農園など、手賀沼の水辺環境や景観を

活かした交流拠点の創出を図ります。 

 地元農産物を地域内で消費する地産地消を推

進するとともに、農業拠点施設を中心に交流

人口の拡大と消費者ニーズに対応した安全・安

心な農産物の供給や食育の推進を図ります。 

 

 

  

高野山新田 

手賀沼公園とオープンカフェ 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❶ 我孫子らしい緑を保全・活用する 
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④手賀沼一帯の緑を活かしたネットワークの形成      重 点   

手賀沼周辺に歩行者が散策を楽しむことができるよう、手賀沼遊歩道、手賀沼ふれあいライン（都

市計画道路根戸新田・布佐下線）、ハケの道や公園坂通りなどの道と緑を活かしたネットワークづくり

を進めます。 

 

 

■緑を活かしたネットワークのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●手賀沼遊歩道の再整備 

 手賀沼公園から手賀沼フィッシングセンター付

近まで整備されている手賀沼遊歩道は、「手賀

沼遊歩道維持管理計画」に基づき、桜並木など

の適正な維持管理に努めます。また、公共サイ

ンの整備、護岸の整備などを進め、快適性の向

上を図ります。 

 

 

 

  
手賀沼遊歩道 

手賀沼遊歩道 

手賀沼ふれあいライン 

農地の保全・活用 

歴史・文化資源の保全・活用 

湧水スポットの保全・活用 

斜面林の保全・活用 

農地の保全・活用 
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●手賀沼沿いの道づくり 

 手賀沼公園から北柏ふるさと公園（柏市）までのルートについては、手賀沼ふれあいラインの歩道

を活用し、手賀沼を周回できるよう県や近隣市などと協議・検討を進めます。 

 

●公園坂通りの整備 

 我孫子駅と手賀沼公園を結ぶ公園坂通りでは、市のシンボルロードとして、歩行者にやさしい道

路空間の実現と沿道のにぎわいのあるまちづくりの誘導を図り、「歩きたくなるみち」づくりを進

めます。 

 沿道の民有地の緑の保全や創出の誘導を検討していきます。 

 

 

●ハケの道などの活用 

 ハケの道の魅力化を図ります。 

 湧水スポットの整備・管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ハケの道と湧水スポット（寿）  ハケの道につながる天神坂（寿） 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❶ 我孫子らしい緑を保全・活用する 
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（２）樹林地の保全・活用 

樹林地は、野鳥をはじめとする生きものの生息・育成空間として、また市街地の空気を浄化す

る機能を有するなど、重要な役割を果たしています。 

本市の樹林地の多くは斜面林ですが、昔ながらの社寺林や街道沿いの屋敷林なども残り、ま

ちの景観にうるおいを与えています。しかし、市域に占める樹林地の割合は 4％（H28（2016）

年度 都市計画基礎調査）と決して多くはなく、しかも毎年少しずつ減少しています。 

このような樹林地について、引き続き保全制度を活用した施策を展開し保全を図ります。 

 

①樹林地の担保性の向上      重 点  

法律や条例に基づく樹林地の保全制度を活用するとともに、適切な維持管理を進めます。 

➡Ｐ８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●特別緑地保全地区の指定・管理 

 無秩序な市街化を防止するため、風致景観に優

れている緑地、動植物の生息地として保全する

必要がある緑地、雨水の貯留浸透の機能が期待

できる緑地などを特別緑地保全地区に指定する

ことを検討します。 

 現在指定されている船戸特別緑地保全地区では、

コナラ、クヌギ、シラカシなど地域固有種を中心

に、適切な維持管理に努めていきます。 

 

  

■保全制度を活用した樹林地の担保性の向上のイメージ 

樹林 

保存緑地 

保全特別樹林 

特別緑地保全地区 

市民の森 

市民緑地 

（手賀沼沿い） 

都市公園 

無指定 解除 

（制度活用の検討） 

担保性 高 

船戸特別緑地保全地区（根戸船戸緑地） 
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●保存緑地などの指定 

 市内に残る屋敷林や社寺林など、５００㎡以上のまとまった良好な樹林地について、緑地等の保

全及び緑化の推進に関する条例に基づく「保存緑地」として指定し、保全を図ります。 

 景観形成上重要な役割を果たしている樹木などは、「保存樹木」や「景観重要樹木」として指定し、

保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保全緑地の管理 

 市が所有する樹林地、池沼、草地である緑地等

は、「保全緑地」として適切に維持管理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●樹林地・樹木の維持管理の支援 

 保存緑地や保存樹木などの緑が地域に親しまれ、所有者が維持し続けることができるよう支援し

ます。 

 樹林地の管理に関する技術的な支援を検討します。 

  

保全緑地（船戸２丁目緑地） 

保存緑地（石尊宮・柴崎） 景観重要樹木（三樹荘・緑） 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❶ 我孫子らしい緑を保全・活用する 
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②公開型緑地としての活用 

保存緑地などに指定した樹林地については、公開型の緑地として市民が緑に親しめるよう、利活

用に努めます。 

 

●市民の森の管理 

 保存緑地などにおいて、自然環境の保全及び市民の憩いの場として必要な区域を、土地所有者の

理解と協力を得ながら、今後も引き続き公開に努めます。 

 岡発戸市民の森、中里市民の森ではボランティアの協力によって維持管理されていますが、布佐

市民の森においてもボランティアによる維持管理を行うことができるよう調整を図ります。 

 必要に応じて都市公園としての整備や新たな市民の森の設置に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民緑地の設置 

 長期的公開が可能な３００㎡以上の樹林地などは、「市民緑地制度」の活用を検討します。 

 

●保存緑地・保全緑地の活用 

 土地所有者の理解と協力が得られた保存緑地

の公開を推進します。 

 保全緑地のうち、市民の利用に適した緑地は、

散策や自然観察などに活用できるよう整備に

努めていきます。 

 

 

 

●民有樹林地の活用 

 屋敷林などの緑を保全していくためには、その所有者だけではなく、地域の人々の理解と協力が

必要となってきます。 

 樹木・樹林地の重要性・役割を理解する機会として、環境学習の場としての活用などを検討します。 

  

岡発戸市民の森 布佐市民の森 

市民開放型保存緑地(根戸) 
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③古利根沼周辺の水辺と緑の保全・活用 

 古利根沼と周辺の樹林地は、「古利根沼周辺保全基本計画」に基づき、水面・水辺・斜面林の保全・

再生と活用を図り、自然と人が共存する空間として、次世代に残していくことを目指します。 

 水辺空間の整備に努めるほか、古利根公園の拡張を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■全体計画図 

※「古利根沼周辺保全基本計画」（平成 17年）より 

浸食防止護岸整備と緑化 

立入制限（ロープ柵）による 

ヨシ原周辺の保全 

浸食防止護岸整備と緑化 

駐車場・案内板整備 
散策路整備 

散策などのための護岸整備 

誘導サイン設置等 

橋整備 

進入路整備 

トイレ・洗い場等整

備 

古利根公園（自然観察の森） 

富士見ポイント整備 

古利根公園 自然観察の森 古利根沼 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❶ 我孫子らしい緑を保全・活用する 
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（３）農地の保全・活用 

農地は、農産物の生産だけではなく、水害の防止や自然環境の保全、また、故郷を感じさせる景観

や農文化の伝承など多面的な機能を有しています。 

本市の農地は、市域の３割以上を占め、手賀沼・手賀川と利根川沿いに水田が広がり、台地上の場

所には畑が点在しています。 

このような農地を「都市にあるべき緑」として保全するとともに、農とのふれあいの場として活用に

努めます。 

 

①農業振興地域内農地の保全 

 北新田・古利根沼周辺・利根川周辺・手賀沼干拓地の農業振興地域の農用地区域は、「農業振興地

域整備計画」に基づいた農業政策を推進し、優良な農地の保全に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②都市農地の保全・活用 

市街化区域及びその周辺の農地を保全し、オープンスペースなど多様な機能の活用に努めます。 

 

●生産緑地地区制度の活用 

 市街化区域内の農地は、多様な機能を有するグリ

ーンインフラとして維持することを基本とします。 

 生産緑地地区として指定され３０年が経過した農

地は、所有者の意向を確認しながら特定生産緑地

制度の活用により、保全に努めます。 

 生産緑地地区における営農の継続性や市街地で

の交流の場づくりを考慮し、農家レストランや農産

物直売所などが設置される際は、適切な土地利用

を誘導します。 

 公園の不足している地域で、公園用地として適し

ている生産緑地地区の買い取りを検討していきま

す。 

  

農用地区域（北新田） 農用地区域（中里新田） 

生産緑地地区（高野山） 
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●都市農地貸借制度の活用 

 農業従事者による営農が困難な場合、新規就農者を含めた意欲のある農業者や事業者が生産緑

地を貸借して営農する制度の活用に努めます。 

 

 

③農あるまちづくりの推進 

市民が土や緑とふれあえる場所として、市民農園をはじめ、農家との連携により、さまざまな農に

ふれあえる場としての活用に努めます。 

農地の有する雨水のかん養や水害の防止、あるいは自然環境の保全や良好な景観の形成、農文化

の伝承などの多面的機能について、市民の理解を深めるよう周知を図っていきます。 

本市で進めている安全・安心で新鮮な農産物の「地産地消」を推進するため、農家、市民（消費者）、

市と農業協同組合が連携・協働して、「豊かで住みよい“農”あるまちづくり」の取り組みを進めます。 

 

●市民農園の管理・運営 

 日秀新田市民農園を引き続き運営するとともに、利用の促進を図ります。 

 

●農家開設型ふれあい農園の支援 

 市民と農家の交流を促進するために、ふれあい農園の普及と支援を進めます。 

 

●農の普及活動の推進 

 直売所や農家レストランを活用し、我孫子の農業・農地への理解を深めていきます。 

 我孫子の農業や地産地消の取り組みを PR活動やイベントを通して普及します。 

 

●食育の推進 

 農家、市民（消費者）の交流活動や学校給食への地

元農産物の供給を図るなどの地産地消を推進し

ます。 

 教育や福祉との連携による学校農園、福祉農園と

しての活用に努めます。 

 

●援農ボランティア活動の推進 

 農家の「手伝い」を通して労働力不足を補うととも

に、都市住民が農業に参加することができる援農

ボランティア活動を進めます。 

 都市住民が参加しやすい援農ボランティア養成講

座の周知に努めます。 

 

 

 

  

援農ボランティア 

援農ボランティア養成講座 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❶ 我孫子らしい緑を保全・活用する 
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（４）市民による里山づくり活動の推進 

緑を活かした市民の活動として里山づくりが行われています。適切に管理された樹林地は、環境改

善が図られ野鳥などの生きものが生息し、人にもやすらぎを与えます。しかし、手入れがされていな

い樹林地も多くみられます。 

今後は、樹林地の所有者との調整を図りながら、里山づくりなどの市民活動を充実させていきま

す。 

 

①里山づくり活動の支援      重 点   

一部の樹林地では、市民による里山づくり活動が行われています。 

このような樹林地を活かした市民活動を支援するとともに、新たな活動団体などの掘り起こしを

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●活動や活動場所確保の支援 

 里山づくり活動団体と樹林地の所有者とのマッチング（仲介）を行います。 

 森林法に規定する「施業実施協定」の締結や更新を支援します。 

 里山づくり活動団体間の交流の促進を図ります。 

 竹等によって樹木が減少しないように、適切な樹木地の維持管理を行うよう啓発していきます。 

 

  

寺田の森（我孫子） 妻子原の森（我孫子） 
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②谷津ミュージアム事業構想の推進 

岡発戸・都部の谷津は、我孫子に残る谷津の中でも最も大きく、水田、草地、水路、湿地、斜面林な

ど多くの要素が一体となった手賀沼に連なる特徴ある自然環境を形成しており、多様な生きものの

生息・生育や移動にとって極めて重要な空間となっています。 

また本市のほぼ中央に位置していることから、東西に横たわる馬の背状の台地に深く切り込み、手

賀沼と利根川を南北に結ぶ奥行きある水田・湿地が続き、手賀沼の原風景の面影を残しています。 

このような谷津を“里山”の自然が残る、貴重・希少な資源として保全し、市民との協働によって、

かつての農村環境の復活をめざす「谷津ミュージアム」事業を進めています。 

引き続き、谷津の自然環境を再生し、伝統的な農業やくらしの風景を復活させ、全体を「野外博物

館」にしていく取り組みを進めていきます。 

 

●事業計画の推進 

 ハケの道などを活用したネットワークづくりを進めます。 

 田んぼ広場、ホタル・アカガエルの里、多自然型護岸などの整備を進めます。 

 谷津ミュージアムを活かした自然観察会や学習会、調査・研究などを進めます。 

 

●谷津ミュージアムを支える組織づくり 

 谷津学校開催による谷津守人の育成を図ります。 

 谷津ミュージアムの会の運営を中心とした、啓発や情報発信を進めます。 

 農業生産法人設立に向けた検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

稲刈り 

昆虫観察会 

谷津の風景 

第４章 緑の推進施策 
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基本方針     核となる緑を整備・活用する 
（１）公園の適正な配置と維持管理 

公園や緑地は、レクリエーションやコミュニティ形成の場、環境保全、防災、景観などに大きな

役割を果たしています。 

このような緑を核として、今後も公園の確保・整備に努めるとともに、地域のニーズに対応し

た公園づくりや地域の緑を活かした特色ある公園づくりを推進します。 

 

①公園の適正な配置      重 点   

適正な公園の配置に努めるとともに、公園機能の再編などを検討していきます。 

 

●公園不足地域の解消 

 市街化区域内における都市公園不足地域の解消に努めることを基本とします。 

 生産緑地の活用など多様な手法を検討し、公園が不足している地域の解消に努めるものとします。 

 都市公園に準ずる緑地として、市民緑地の設置に努めます。 

 

 

■市街化区域における都市公園の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市公園不足地域 

・街区公園の外周から 250mの範囲外 
・近隣公園の外周から 500ｍの範囲外 
・地区公園の外周から１kmの範囲外 
※工業専用地域を除く市街化区域 

２ 

街区公園 
近隣公園 
地区公園 
 
市街化区域 

手賀沼公園 

湖北台中央公園 

気象台記念公園 
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●公園の再配置・機能再編 

 本市には、住宅地開発などで整備された０．１ha 未満の都市公園が多くあります。これらの面積が

狭小な公園は、地域のニーズに対応することが難しく、維持や管理面においても非効率です。 

 都市公園が充足している区域において、特に狭小な面積の都市公園の再生と活性化を図るため

に、公園の再配置や機能の見直しを検討します。 

 公園の規模や機能に応じた遊具などの施設の適正化を検討します。 

 

 

 

■都市公園の配置・機能再編のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

街区公園 

街区公園 

 

 
  生産緑地地区の活用 

その他の土地との交換 

 
 

空き地などを市民緑地
として確保 

小規模公園の 
機能の見直し 

２５０ｍ 

小規模公園の
機能の見直し 

街区公園 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❷ 核となる緑を整備・活用する 
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②安全・安心で、快適に利用できる公園づくり 

市内の公園の約７０％は整備から３０年が経過した公園で、老朽化が顕著です。 

このような公園の施設の老朽化に対処し、だれもが安全・安心で、また快適に利用できる公園づく

りを進めます。 

また、公園施設の長寿命化、バリアフリー化や災害時の避難地としての機能の向上を図ります。 

 

●公園施設の適切な維持管理 

 公園施設の長寿命化を図るために、計画的な改修や更新を行います。 

 遊具は、計画的に部品の交換や塗装などの補修を行い、劣化・損傷による事故を未然に防ぎます。 

 照明灯については、省エネルギー機器の使用を検討します。 

 公園の植栽について、適正な維持管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

遊具の更新（手賀沼公園） 舗装の再整備（手賀沼公園） 

遊具の更新（柴崎台中央公園） 遊具の更新（宮ノ森公園） 
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●だれもが安全で、快適に利用できる施設の整備 

 「我孫子市公園施設バリアフリー改修計画」に基づき、近隣公園の施設などのバリアフリー化を進

めます。 

 市民や事業者などの寄付によるかたらいベンチの設置を推進します。 

 防災・減災に配慮した施設の整備・管理を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防災公園としての機能を持つ中峠亀田谷公園 

かたらいベンチ（高野山桃山公園） 暫定浸透貯留施設を埋設した天王台南公園 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❷ 核となる緑を整備・活用する 
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（２）地域のニーズに応える魅力ある公園づくり 

市民や各種団体、事業者などと連携し、公園を活用するとともに、利用したくなる魅力ある公

園づくりに努めます。 

また、樹林地や歴史・文化的遺産などの地域の特性がある場合は、それらを活かした特色のあ

る公園の整備・活用を推進します。 

 

①市民に親しまれる公園づくり      重 点   

公園を多様なイベントやレクリエーションなどに活用し、市民に親しまれる場となるよう魅力の創

出を図ります。 

事業者や各種団体との連携によって、地域の魅力向上に資する公園の管理運営を図ります。 

 

●事業者や各種団体との連携による公園の管理運営（公園マネジメント）   

 サウンディング型市場調査により市民ニーズを把握し、指定管理者制度の活用や設置管理許可制

度、公募設置管理制度（Park-PFI）の活用による公園の魅力づくりに努めます。 

 キッチンカーなどによる地域活動への支援と公園の魅力づくりに努めます。 

 健康づくりの場、働く場など、ライフスタイルやワークスタイルの多様化に対応できる柔軟な公園

の管理運営に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

手賀沼公園 オープンカフェ 
 

キッチンカー 
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●特色ある公園づくり 

 根戸城跡、古墳などの歴史・文化的遺産を活用した公園の整備を検討します。 

 公園全体の再整備やリニューアルに当たっては、地域のニーズを踏まえて進めていきます。 

 生きものの生息・生育に配慮したビオトープなどの整備・管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域や隣接する施設と連携した公園づくり 

 公園に隣接する樹林地や施設との一体的な整備や利活用を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前原古墳（高野山桃山公園） ビオトープ（高野山桃山公園） 

隣接する樹林地の活用 

周辺の樹林地や施設も活用したイベント会場 

自治会館など 

公園 

第４章 緑の推進施策 
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（３）市民が主体となった公園づくり 

「我孫子 eモニター」のアンケートでは、公園の維持管理は「周辺自治会が可能な範囲で参加す

る」「ボランティアが可能な範囲で参加する」とする意見が、全体の７割近くを占めています。ま

た、公園使用のルールについては、「市と地域団体が協議して各公園に各ルールをつくる」とする

意見が８割以上を占めています。 

このことから、公園の維持管理は周辺自治会など地域の方が主体となることへの期待がわか

ります。 

今後、身近な公園については、自治会や市民活動団体が主体となり、清掃や維持管理のみな

らず、花壇づくり、イベントの企画など、地域で使いやすい公園づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：あびこｅモニターアンケート（Ｒ３）） 

※構成比の合計は 100％にならない場合があります。 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

周辺自治会が可能な範囲で

維持管理に参加する

ボランティアが可能な範囲で

維持管理に参加する

市がすべて維持管理する

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

0 50 100 150 200

市と地域団体が協議して

各公園に各ルールをつくる

すべて市の判断で

ルールをつくる

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

34.4％ 

34.4％ 

31.3％ 

81.2％ 

18.9％ 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

公園の数の縮小

公園内のベンチ・遊具などの施設の縮小

ボランティアの拡充

デイキャンプ場などのサービス施設の

有料化や公園使用料の値上げ

草刈り、樹木管理、清掃などの

サービスの質の低下ややむを得ない

その他

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

■今後の公園の維持管理に関する市民の意識 

緑の維持管理（草刈
り・清掃や花壇づくり
等）について望ましい
もの 

公園使用のルール（主
に危険行為や迷惑行
為の制限）の設定にあ
たり望ましいもの 

厳しい財政状況の中
での公園の維持管理
経費を縮減するため
の方法 7.5％ 

11.5％ 

67.4％ 

40.5％ 

11.0％ 

11.5％ 

（人） 

（人） 

（人） 

（複数回答） 
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①市民手づくり公園の推進      重 点   

公園をより親しみやすいものとするため、地域住民が主体となった市民手づくり公園を積極的に

推進していきます。 

 

●市民との協働による公園管理 

 自治会などによる維持管理・清掃活動を支援します。 

 市民との協働によって、公園や緑地におけるマナーの啓発や環境保全などの巡視活動を進めます。 

 花苗の提供、物品の貸し出し及び情報提供などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民が管理運営する公園づくり 

 市民が主体となった公園づくりを支援します。 

 公園活用について、市民や事業者、各種団体などがみずからアイディアを出し、運営する仕組みを

検討します。 

 

  

市民手づくり公園（湖北台８号公園） 市民手づくり公園（新木道崎緑地） 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❷ 核となる緑を整備・活用する 
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（４）身近なオープンスペースの確保・活用 

本市の市街地には、公園のほか、子どもの遊び場や運動場、民有地などのオープンスペースが

多く存在します。これらのオープンスペースもグリーンインフラとして活用することを推進しま

す。 

 

①新たなオープンスペースの確保・活用 

公園の機能を有するオープンスペースの確保と活用に努めます。 

 

●未利用地などを活用した市民緑地の設置 

 企業などが所有する未利用地、自治会が管理している広場などについて、市民緑地認定制度の適

用を検討します。 

 

●公共のオープンスペースの活用 

 子どもの遊び場や運動場の確保に努めます。 

 文化財を活かしたオープンスペースの整備・

活用を図ります。（旧井上家住宅、旧村川別荘

など） 

 地下式調整池の上部を活用したオープンスペ

ースの整備を検討します。 

 

 

 

 

②民間施設緑地の活用 

 民間地の緑地を一般公開できるよう要請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下式調整池の上部に整備された我孫子４
丁目いこいの広場 

我孫子ゴルフ倶楽部を公開した観桜会 日立アカデミー庭園の公開 
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基本方針     多様な緑が輝くまちなみを創出する 
（１）民有地の緑の整備・管理 

緑豊かなまちなみをつくるためには、民有地における緑の維持と創出を進めることが重要で

す。これまで、つくし野地区や布佐平和台地区などにおいて、地区計画制度や緑地協定制度によ

って、生垣などが整えられた美しいまちなみが形成されています。 

このような緑豊かなまちなみを維持するとともに、引き続き緑化を推進する制度を活用して

良好な緑の創出に努めます。 

 

①制度を活用した緑の創出 

民有地の良好な緑の維持や創出を誘導するため、関連する制度の活用を図ります。 

 

●民有地の緑化誘導 

 一定規模の開発行為や建築行為において、緑化を推進する制度の適切な運用を図ります。 

 屋上緑化や壁面緑化など、緑づくりのガイドラインの策定を検討します。 

 

●地域ぐるみの緑のまちなみづくり 

 現在締結されている緑地協定（都市緑地法に基づく）を更新し、整備された住宅地の生垣など、良

好な緑の維持に努めるとともに、新たな協定の締結に努めます。 

 地区計画制度を活用し、まちづくりにおける緑の維持と創出を図ります。 

 千葉県自然環境保全条例に基づく「緑化協定」の締結を図り、民有地などにおける緑の維持に努

めます。 

 

 

②大規模な施設における緑の整備・管理 

住宅団地、研究施設、大学や事業所など、規模の大きな施設における緑の維持と創出を促進しま

す。 

 

●施設の緑地の整備・管理 

 土地利用の転換の際には、土地所有者と連携し緑の保全と創出を図ります。 

 住宅団地、大学・研究施設などにおける緑の整備を促進します。 

 

●緑の評価認定制度の活用 

 （公財）都市緑化機構が運用するＳＥＧＥＳ
シ ー ジ ェ ス

（社会・環境貢献緑地評価システム）などの緑の評価認定

制度の活用に努めます。 

 

  

 つくし野団地、湖北台団地、エールの丘、

アクアレジデンス、グランレジデンス、白山 

 中央学院大学、川村学園女子大学 

 電力中央研究所、NEC我孫子事業所 

３ 

第４章 緑の推進施策 
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（２）市民による花いっぱいのまちづくりの推進 

本市では、駅前広場や公園を中心として、市民ボランティアによる花壇づくり活動が行われて

います。花壇づくりは、地域を彩
いろど

るだけでなく、活動を通じたコミュニティ形成の場としての役

割と可能性を持っています。 

このような花の特性を積極的に活かし、花いっぱいのまちづくりを進めていきます。 

 

①地域の花壇づくりの推進      重 点   

花壇づくりを希望する団体に、公園や公共施設を活動の場として提供します。また、地域住民が気

軽に緑づくりに参加し、楽しむことができるよう支援していきます。 

 

●駅前広場・公共施設の花壇づくり 

 駅前広場や公共施設において、市民との協働により花壇づくりを進めます。 

 

●学校の花壇づくり 

 子どもたちによる学校の敷地内の花壇づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

我孫子駅北口花壇 

我孫子駅南口花壇 

天王台駅南口花壇 

湖北駅南口花壇 
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●花苗を確保する仕組みの検討 

 花苗を安定的に供給できる苗圃の確保などの仕組みを検討します。 

 余剰の花苗や種子、資材などを譲渡・譲受するための情報提供、メンバー募集情報などを掲載し

たWebサイトの創設・運営を検討します。 

 

 

②近隣で進める花と緑のまちなみづくり 

 近隣で進めるガーデニングや花壇づくりの支援を検討します。 

 庭を期間限定で公開するオープンガーデンの仕組みづくりを検討します。 

 ガーデニング講座などの開催を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

湖北駅北口花壇 

新木駅南口花壇 布佐駅北口花壇 

布佐駅東口花壇 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❸ 多様な緑が輝くまちなみを創出する 
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（３）道路の緑の整備・管理 

街路樹や植樹帯による線状の緑は、まちなみにうるおいを与え、野鳥など生きものの移動経

路や市街地に風の道をつくる役割を果たしています。さらに、公園や緑地とつながることによっ

て、緑につつまれた環境を形成します。 

このような街路樹・植樹帯について、都市計画道路を中心として整備に努めるとともに、既存

の街路樹・植樹帯の適正な維持管理を図ります。 

 

①街路樹の整備・管理 

 都市計画道路などの整備に際しては、良好な植栽基盤の確保に配慮し、街路樹・植樹帯の設置に

努めます。 

 既存の道路の緑化に努めるほか、隣接する施設との一体的な整備を行うなど、魅力的な道づくり

を検討します。 

 街路樹の生長や特性に配慮し、「我孫子市街路樹管理計画」に基づき、適正な維持管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②アダプト・プログラムの推進 

 道路の除草・清掃、及び道路環境美化のた

めの草花の植栽や管理、あるいは道路の巡

視による異常等の情報提供など、市民との

協働で進める我孫子市道路アダプト・プロ

グラム「Ａ
エ

-
－

ＲａＰ
ラ ッ プ

」を推進します。 

 

 

 

 

③自転車道の整備・活用 

 手賀沼・手賀川を周回する自転車道の整備に向けて、関係機関とともに検討を進めます。 

 手賀沼と利根川を結ぶ自転車道の活用を検討します。 

  

我孫子駅前の街路樹 湖北台団地のけやき通りの街路樹 

「Ａ-ＲａＰ」によるロータリーの草花の植栽 

（天王台駅南口） 
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（４）公共施設の緑の整備・管理 

市内の小中学校を含む公共施設は、緑化を進めるための先導的な役割が期待されます。 

このような公共施設について、新たな施設だけでなく既存の施設に対しても、地域の環境との

共生に配慮した多様性のある緑化を積極的に推進するものとします。 

 

①学校の緑の整備・管理 

 学校は子どもたちの日常の生活の場であると

ともに、学校の緑は地域においても重要なも

のとしてとらえます。 

 小中学校については、緑のカーテンづくりや校

庭の緑化など、敷地内の緑化を推進します。 

 既存の樹木や樹林の適切な維持管理に努めま

す。 

 雨水浸透に配慮したオープンスペースの確保

に努めます。 

 

 

②公共施設の緑の整備・管理 

 近隣センターや保育園などの公共施設は、市民

の利用や交流に欠かせない施設です。緑の量

だけではなく、質的にも良好な状態を維持して

いきます。 

 公共施設の敷地内に残る樹木や樹林を保全す

るほか、施設と緑が調和した空間づくりを進め

ます。また、施設の接道部や駐車場などの緑化

を推進していきます。 

 傷んだり病気になったりした樹木は、樹木診断

をするなど適切な維持管理に努めます。 

 まちづくり協議会など、市民との協働によって、

花壇づくりや緑のカーテンづくりなどを進めま

す。 

 雨水浸透に配慮したオープンスペースの確保

に努めます。 

 

  

既存の樹木を活かした近隣センターこもれび
（東我孫子） 

白山中学校の樹木と花壇 

既存の樹木を活かした近隣センターふさの
風（布佐） 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❸ 多様な緑が輝くまちなみを創出する 
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基本方針     緑を楽しむ意識づくりと活動支援を進める 
（１）緑を楽しむ暮らしの普及 

本市は、さまざまな緑のある暮らしを実践する緑豊かな環境を有しています。 

市民の緑に関する意識を高め、緑ある暮らしを楽しんでいくための情報発信や啓発を進めて

いきます。 

 

①緑に関する意識を高める機会の創出 

市民の緑に関する意識を高めることは、緑のまちづくりの基本的なことといえます。さまざまな機

会を通して情報を発信し、緑に関する意識や理解を深めるよう努めます。 

 

●緑の情報の発信 

 市民が緑に対し関心を持つ契機となるよう、我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）や広

報、ホームページ、SNSなどのさまざまな媒体を活用して、緑に関する情報を発信します。 

 市民が取り組む花壇づくりの紹介など、緑の保全・創出に関する啓発活動を充実させていきます。 

 SNSを活用した情報発信に努めます。（桜の開花情報などのリアルタイム発信など） 

 

●緑のコンテストなどの開催 

 緑のカーテンコンテストや写真コンテストなど、

緑に親しみを持つためのコンテストなどを推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●緑の機能・役割の啓発 

 健康増進、雨水浸透、環境保全、防災・減災などに緑が果たしている役割や機能の啓発に努めます。 

 

  

４ 

緑のカーテン 
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②緑を楽しむ暮らしのプロモーション      重 点   

 緑を利活用した、健康づくり、レクリエーション、農あるまちづくりなど、緑のある暮らしや楽しみ

方のシティプロモーションを積極的に展開していきます。 

 市民から緑を楽しむ暮らしの提案やアイディアを募集し、PRします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

我孫子の緑の中の暮らしのイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❹ 緑を楽しむ意識づくりと活動支援を進める 
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（２）緑を利活用したプログラムづくり 

緑の持つ機能を積極的に利活用し、健康づくり、子育て支援、環境学習など、緑の空間の中で

楽しむことができる多彩なプログラムづくりを進めます。 

 

①緑とふれあい、体験する機会や場の創出      重 点   

オープンスペースを活用して、緑と実際にふれあい、体験する機会をつくり出し、その拡大に努め

ます。 

 

●イベントの開催 

 緑とふれあう機会を拡大していくために、公園や緑地、歴史・文化的遺産などを利用したイベント

を開催します。 

 市民や事業者が企画・運営するイベントなどに対して、共催、協力、後援などの支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●楽しく、気軽に参加できるプログラムづくり 

 「手賀沼遊歩道あびこ deランニング＆ウォーキングマップ」や「我孫子のいろいろ八景歩きコース

マップ」などを作成し、我孫子の魅力発信に努めます。 

 手賀沼周遊レンタサイクルの利便性の向上を図ります。 

 だれもが気軽に緑の活動に参加できるプログラムづくりを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公園を活用したイベント 

手賀沼遊歩道を活用したうなきちカップ ウォーキングイベント 
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●緑を利活用した体験の場づくり 

 里山づくり活動団体との連携により、樹林地を子どもの遊び場に活用することなどを検討します。 

 学校や企業などと連携し、緑のまちづくり（緑の保全・活用）について、社会実験や実証実験の実

施などを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②緑を学ぶプログラムづくり 

緑をより深く学ぶプログラムづくりに努めます。 

 

●講演会などの開催 

 緑に関する講演会やシンポジウムなどの開催を検討します。 

 

●学校教育などとの連携 

 学校と市が連携し、子どもたちが緑や環境について学ぶプログラムづくりを推進します。 

 里山づくり活動への子どもたちの参加を支援します。 

 

●環境学習の機会の創出 

 公園などの緑を環境学習の場として活用します。 

 自然観察会の企画など、各種団体による環境学習の機会の創出を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

里山づくり活動団体による 

森の整備 

自然観察会 

■樹林地を活用した遊び場づくりのイメージ 

子育て支援団体などが森を

利活用した遊び場の運営 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❹ 緑を楽しむ意識づくりと活動支援を進める 
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（３）緑づくりの担い手の育成と支援 

みどりのアンケートの結果から、緑化活動を継続するためには仲間の存在が大きいことや、地

域の人からの感謝の言葉が励みになっていることがわかります。 

緑化活動の形態は、個人やグループとさまざまですが、市内のいたる所で多種多様な活動が

展開されていくことを目指し、それぞれの活動を持続するための支援をしていきます。 

 

■みどりのボランティアなどの緑の市民活動の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：みどりのアンケート（Ｒ４．９）） 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

①社会に貢献していると思うから

②自分の好きなことだから

③同じ目的を持つ仲間がいるから

④周囲の人に感謝されるから

⑤健康が維持できるから

⑥所有者からの要望があるから

⑦その他

■団体が活動を続けている理由について 

花壇づくりなどの活動 

樹林地の保全活動 

（人） 

（複数回答） 

（出典：公園緑地課資料（R4.7） 
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①緑を楽しむ仲間づくり 

緑の活動をする人たちが、お互いに親交を深めていく取り組みを進めます。 

 

●広報活動 

 緑の取り組みを市の広報で紹介するなど情報発信に努め、新たな参加者を募ります。 

 緑の活動への参加希望者にボランティア団体を紹介します。 

 

●緑の講習会の見直し 

 里山の管理や樹木の剪定など、より実践的な知識や技能を習得できるように、講習会の見直しを

検討します。 

 

●グループづくりの支援 

 新たに活動を始めようとする市民のグループなどの取り組みを支援します。 

 

 

②緑の市民活動団体と活動支援の充実      重 点  

みどりのアンケートの結果から、各団体とも人員の確保が大きな課題となっていることから、新た

なボランティアの人員確保と活動の充実を図るための支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：みどりのアンケート（Ｒ４．９）） 

 

 

●みどりのボランティア活動の支援 

 活動場所の確保や専門家による講習会の開催などの支援を検討します。 

 

●マッチング（仲介）の推進 

 活動を希望する市民や活動団体と土地所有者のマッチング（仲介）の仕組みづくりを検討します。 

  

01020304050

①会報やパンフレットの作成
②活動場所の拡大
③インターネット・SNSの活用
④イベントの開催
⑤専門家による講習
⑥コンテストなどへの参加
⑦他の団体との交流
⑧助成金の活用
⑨人員の確保
⑩その他

0 10 20 30 40 50 60 70

①会報やパンフレットの作成
②活動場所の拡大

③インターネット・SNSの活用
④イベントの開催

⑤専門家による講習
⑥コンテストなどへの参加

⑦他の団体との交流
⑧助成金の活用
⑨人員の確保

⑩その他

①会報やパンフレットの作成 
②活動場所の拡大 

③インターネット・SNSの活用 
④イベントの開催 
⑤専門家による講習 

⑥コンテストなどへの参加 
⑦他の団体との交流 
⑧助成金の活用 
⑨人員の確保 
⑩その他 

現在、 

行っていること 

（人） （人） 

（複数回答） 

今後、 

行いたいこと 

（複数回答） 

■活動を充実させるための取り組みについて 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❹ 緑を楽しむ意識づくりと活動支援を進める 
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①感じることがある, 

104人, 90%

②感じることはない, 

2人, 2%

③どちらともいえない, 8人, 7%
無回答, 1人, 1%

①声や感想を聞く, 

81人, 71%②特にない, 

29人, 25%

無回答, 5人, 4%

③地域とのつながりや団体間の連携の仕組みづくり      重 点   

緑の活動を行う多くの団体では、会員の高齢化による人員不足が進んでいます。一方、若い世代

が中心となって活動している団体も存在するため、それら団体間で情報交換などの連携を図り、多く

の団体で今後も活動を続けられるような方策を検討します。 

また、みどりのアンケートでは、「地域の環境が良くなっていると実感している」「感謝の言葉が励

みになっている」とあることから、地域とのつながりも重視し、地域と連携する仕組みを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：みどりのアンケート（Ｒ４．９）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：みどりのアンケート（Ｒ４．９）） 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

①会員の高齢化

②人員・後継者の不足

③会員同士の不和

④資金・資材の不足

⑤技術・知識の伝承

⑥周囲や近隣とのトラブル

⑦活動意欲の減衰

⑧その他

 感謝のことば 

 労いのことば 
 「きれい」 
 「楽しみ」 
 「いやされる」 
 「気持ちが良い」 
 「明るくなった」 
 「心がなごむ」 
 「ほっとする」 

    など  

■団体の活動の継続を困難にしている理由について 

■活動に対する地域への影響について 

活動によって地域が
良くなったと感じるか 

活動に対する地域からの声や 
感想があるか、またその内容 

（人） 

（複数回答） 
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●緑の交流活動の推進 

 緑の活動をする団体間の交流を促進し、活動の場の情報やノウハウの共有を図ります。 

 花壇づくりや里山づくり団体などジャンルの異なる団体間の交流も進めていきます。 

 定期的に意見交換会を実施し、市と市民（緑化団体など）とで情報や意識の共有を図るものとしま

す。 

 緑の活動団体や事業者などが共有できる情報ネットワークの構築を検討します。 

 

●新たな団体間の連携の仕組みづくり 

 個人が特定の団体に属さなくても、気軽に活動に参加できる仕組みを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●活動団体の組織力の強化 

 組織力の強化を図るために、法人化を図る団体を支援します。 

 

 

  

市など 

団体間の連携（大きなネットワーク） 

団体 団体 

一時的に団体 
の活動に参加 

募集要請 募集要請 

参加 参加 

団体 

協力や交流 

情報の共有 

団体 

団体 団体 

同ジャンルの団体間 

の連携（小さなネットワーク） 

支援 

呼びかけ  呼びかけ 

■活動のネットワークのイメージ 

市民サポーター    市民サポーター 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❹ 緑を楽しむ意識づくりと活動支援を進める 
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（４）緑づくりを支える取り組みの拡充  

市民や団体、事業者などの緑化の取り組みを支えるため、学校や研究機関と連携し、技術面な

どでサポートする仕組みを検討します。 

 

①緑づくりの支援 

市民の緑の創出や管理に関する支援の充実に努めます。 

 

●緑に関するアドバイス機能の拡充 

 樹木医による診断や専門家によるアドバイスなど、樹木の維持管理や緑化について相談できる仕

組みづくりを検討します。 

 

●緑のリサイクルの推進 

 譲りたい庭木・譲り受けたい庭木などの情報の普及に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 剪定枝や落ち葉を堆肥として利用することを検討します。 

 

 

②緑に関する調査・研究 

 緑に関する調査を実施し、緑の分布や量などの基礎的データの作成や更新を検討します。 

 市民と協働して、生きものの調査や自然環境調査などの実施を検討していきます。 

 

 

  

■緑のリサイクルの仕組み 
ホームページなど 

市 情報 

樹木を譲りたい 樹木を譲り受けたい 

情報 
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③表彰制度の活用・創設 

 優れた緑化活動を行った個人や団体の表彰を検討します。 

 優れた花壇や緑の整備事例についての PRや表彰を検討します。 

 優れた緑化活動を表彰する国の制度に参加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④学校・企業との連携の強化 

 中央学院大学、川村学園女子大学、我孫子高等技術専門校などの学校や民間企業との連携を図

り、緑を活用したさまざまなプログラムづくりやイベントの企画などを検討します。 

 学校・企業との連携を強めることで、さまざまな世代がまちづくりに取り組み、にぎわいを創出す

るとともに、我孫子市への興味や愛着を深めてもらう取り組みを進めます。 

 

 

 

  

みどりの愛護のつどい 表彰式 

第４章 緑の推進施策 

基本方針❹ 緑を楽しむ意識づくりと活動支援を進める 
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２．地域別の施策の推進 

 

西部地域  （主に我孫子地区・天王台地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本方針１ 我孫子らしい緑を保全・活用する 

 手賀沼沿い斜面林などの樹林地の保全を図るための制度の活用を推進します。 

 手賀沼公園一帯と手賀沼親水広場一帯における緑の交流拠点づくりを進めます。 

 歴史・文化的遺産と一体となった緑の保全を図ります。 

 公園坂通りについて、「歩きたくなるみち」づくりと沿道の緑の保全・創出に努めます。 

 手賀沼遊歩道について、快適性を高め、より手賀沼に親しめるよう再整備を進めます 

 手賀沼遊歩道・公園坂通り・ハケの道などを活かした緑の道のネットワークをつくります。 

 岡発戸市民の森の活用を図るとともに、市民による維持管理活動を進めます。 

 手賀沼や利根川沿いなどの広がりのある農地の保全を図ります。 

 市街化調整区域内農地の保全を図ります。 

 市街化区域内の農地について、特定生産緑地制度の活用による保全に努めるとともに、市民が

農にふれあえる場としての活用を図ります。 

 根戸・船戸などの樹林地を活かした市民が主体となった里山づくり活動を支援します。 

 岡発戸・都部における谷津ミュージアム事業を推進します。 
 

■基本方針２ 核となる緑を整備・活用する 

 公園不足地域における身近な公園の適正な配置を推進します。 

 五本松公園の自然環境の維持に努めるとともに、隣接するキャンプ場や五本松運動場との連携

により、レクリエーション需要に対応した憩いの場を整備・提供します。 

 市民手づくり公園や市民による公園の管理運営を進めます。 
 

■基本方針３ 多様な緑が輝くまちなみを創出する 

 土地利用転換にあわせた施設の緑の創出に努めます。 

 電力中央研究所や住宅団地の緑の維持管理の推進に努めます。 

 つくし野・我孫子などの住宅地の緑の創出と維持管理の推進に努めます。 

 我孫子駅・天王台駅前広場をはじめとして、公共空間における花いっぱいのまちづくりを進めま

す。 

 手賀沼・手賀川を周回する自転車道などの整備を検討します。 
 

■基本方針４ 緑を楽しむ意識づくりと活動支援を進める 

 地域の緑を利活用したプログラムづくりに努めます。 
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産業振興の土地利用の誘導

に合わせた緑の創出 

手賀沼沿いの斜面林・農地の

保全と活用 

市民が主体となった

里山づくり活動の拠点 

広がりのある 

農地の保全 

広がりのある 

農地の保全 

身近な公園の

配置の検討 

緑を活かした 

交流拠点づくり 

谷津ミュージアム

事業の推進 

我孫子駅・手賀沼を結ぶ

ネットワークづくり 

駅前広場の 

花と緑の創出 

手賀沼遊歩道

の再整備 

五本松公園・キャンプ場・運動

場の連携の強化によるレクリエ

ーションの場としての充実 

里山づくり活動
の拠点 
 
公園の配置を 
推進する区域 
 
緑と花の駅 

街区公園 

近隣公園 

地区公園 

風致公園 

都市緑地 

緑道 

市民の森 

 

市街化区域 

第４章 緑の推進施策 

地域別施策の推進 
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東部地域  （主に湖北地区・新木地区・布佐地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■基本方針１ 我孫子らしい緑を保全・活用する 

 利根川沿いなどに連なる斜面林や屋敷林などの保全や啓発に努めます。 

 中里市民の森や布佐市民の森の活用を図るとともに、市民による保全活動を進めます。 

 古利根沼周辺の水面・水辺・斜面林の一体的な保全と活用を図り、人と共存する空間の創出に

努めます。 

 葺不合神社などの歴史を伝える緑の保全を図ります。 

 利根川沿いや手賀沼干拓地の広がりのある農地の保全を図ります。 

 市街化調整区域内農地の保全を図ります。 

 市街化区域内の農地について、特定生産緑地制度の活用による保全を進めるとともに、市民が

農にふれあえる場としての活用を図ります。 

 樹林地を活かした市民が主体となった里山づくり活動を支援します。 
 

■基本方針２ 核となる緑を整備・活用する 

 公園不足地域における身近な公園の適正な配置を推進します。 

 利根川ゆうゆう公園について、市民のスポーツやレクリエーション、イベントの場として活用しま

す。 

 市民手づくり公園や市民による公園の管理運営を進めます。 

 旧井上家住宅の活用とオープンスペースの活用を図ります。 
 

■基本方針３ 多様な緑が輝くまちなみを創出する 

 湖北駅・新木駅・布佐駅前広場をはじめとして、公共空間における花いっぱいのまちづくりを進

めます。 

 布佐平和台などの住宅地の緑の創出と維持管理の推進に努めます。 

 宅地内の緑の創出の推進に努めます。 

 手賀沼と利根川を結ぶ自転車道の活用を検討します。 
 

■基本方針４ 緑を楽しむ意識づくりと活動支援を進める 

 地域の緑を利活用したプログラムづくりに努めます。 
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市民が主体となった 

里山づくり活動の拠点 

広がりのある 

農地の保全 

広がりのある 

農地の保全 

古利根と周辺の緑

の保全・活用 

身近な公園の配置の検討 

斜面林の保全 

斜面林の保全 

駅前広場の 

花と緑の創出 

利根川ゆうゆう

公園の活用 

自転車道の活用 

旧井上家住宅

の活用 

里山づくり活動
の拠点 
 
公園の配置を 
推進する区域 
 
緑と花の駅 

街区公園 

近隣公園 

地区公園 

風致公園 

都市緑地 

緑道 

市民の森 

 

市街化区域 

斜面林の保全 

斜面林の保全 

市民が主体となった 

里山づくり活動の拠点 

第４章 緑の推進施策 

地域別施策の推進 
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